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規

則 

卸
売
市
場
法
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
五
号 

 
 

 

卸
売
市
場
法
施
行
細
則 

 

（
認
定
申
請
書
の
様
式
） 

第
一
条 

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三 

 

条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、
様
式
第
一
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
認
定
証
の
交
付
等
） 

第
二
条 

知
事
は
、
法
第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
し
た
と
き
は
、
開
設
者
に
対
し
、 

 

様
式
第
二
号
の
地
方
卸
売
市
場
認
定
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

開
設
者
は
、
認
定
証
を
著
し
く
汚
損
し
、
若
し
く
は
き
損
し
、
又
は
紛
失
し
た
と
き
は
、
知 

 

事
に
対
し
、
様
式
第
三
号
の
地
方
卸
売
市
場
認
定
証
再
交
付
申
請
書
に
よ
り
認
定
書
の
再
交
付 

 

を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

（
事
業
報
告
書
の
様
式
） 

第
三
条 

法
第
十
三
条
第
五
項
第
五
号
の
表
の
五
の
項
㈡
の
事
業
報
告
書
の
様
式
は
、
様
式
第
四 

 

号
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
運
営
状
況
の
報
告
） 

第
四
条 

法
第
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報 

 

告
は
、
様
式
第
五
号
の
運
営
状
況
報
告
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

 

（
書
類
の
経
由
） 

第
五
条 

法
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
書
類
は
、
当
該
卸
売
市
場
の
所
在 

 

地
を
所
管
す
る
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
の
長
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



㊞ 

年  月  日 

施設の名称 施設の面積 設置年月 

   ㎡ 年  月 

 ㎡ 年  月 

 ㎡ 年  月 

 ㎡ 年  月 

 ㎡ 年  月 

 ㎡ 年  月 

 

様式第１号（第１条関係） 

 

 地方卸売市場認定申請書   

 

 

 

  （宛先） 

        埼玉県知事 

 

        

                申請者 住 所      

                    法人名称 

                                  代表者の役職及び氏名                           

 

  卸売市場法第１３条第２項の規定により、地方卸売市場の認定を受けたいので、次の 

 とおり申請します。 

 

 １ 卸売市場の名称 

     

   

 ２ 卸売市場の位置及び施設に関する事項 

   ⑴ 位置 

 

 

  ⑵ 施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （記載上の注意） 卸売場、仲卸売場及び倉庫（冷蔵又は冷凍で保管するものを含む。） 

          については、生鮮食料品等の区分ごとに記載すること。 

 

 ３ 卸売市場の取扱品目並びに取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項 

  ⑴ 取扱品目 

 

 



取扱品目 実績（    年度） 見込み（    年度） 

 トン 

千円 

トン 

千円 

 トン 

千円 

トン 

千円 

  

収 入 実績 

( 年度) 

見込み 

( 年度) 

支 出 実績 

( 年度) 

見込み 

( 年度) 

総収入   総支出   

 前年度繰越金    市場管理費（営業費用）   

 使用料計     人件費（注４）   

   売上高割使用料     事務費（注５）   

   面積割使用料    建設改良費（総事業費）   

   と畜場使用料     うち付帯事務費   

   その他     うち補助対象事業費   

 地方債起債        うち付帯事務費   

 国庫補助金    地方債償還金   

  うち建設改良に係る補助金     利息償還金   

 

  ⑵ 取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額の実績及び見込み 

 

 

 

 

 

  （記載上の注意）    

   １ 実績の欄には直近年度の数量及び金額を実績で記載するとともに、見込みの欄 

    には申請年度の数量及び金額を見込みで記載すること。 

   ２ 花きの取扱いの数量については、記載を省略することができる（以下同じ。）。 

 

 ４ 卸売市場の業務の運営体制に関する事項 

   

 （記載上の注意） 組織図で示し、これに各部門を担当する役員の氏名、担当業務の従    

         事職員数及び業務の概要を付記すること。 

 

 ５ 卸売市場の業務の運営に必要な資金の確保に関する事項 

  ⑴ 収支の状況 

 

  （注意事項） 

   １ 直近年度の貸借対照表及び損益計算書並びに申請年度の貸借対照表及び損益計 

    算書の見込みを添付すること。 

   ２ 地方公共団体が申請する場合には、１にかかわらず、次の表に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （記載上の注意） 各年度末における長期借入金及び起債の残高の見込みを記載する 

         こと。 

            

（記載上の注意） 

 １ 実績の欄には直近年度の金額を実績で記載するとともに、見込みの欄には申請 

  年度の金額を見込みで記載すること。 

 ２ 受益者負担金分は、卸売業者等の光熱費等使用料として業者が負担すべき費用 

  分を記入すること。 

 ３ その他のうち受益者負担金分以外で額が大きい項目を記入すること。 

 ４ 人件費は、給与、退職金、賃金、報酬、諸手当、法定福利費及び厚生福利費を 

  合算したものを記入すること。 

 ５ 事務費は、市場管理費から人件費を控除した額を記入すること。 

 

 都道府県補助金      うち市場事業に係る償還金   

  うち建設改良に係る補助金       うち建設改良に係る償還金   

 一般会計からの繰出金     元金償還金   

  指導監督的経費繰出金      うち市場事業に係る償還金   

  建設改良費繰出金       うち建設改良に係る償還金   

  と畜事業費操出金      と畜事業に係る償還金   

  その他操出金     企業債取扱諸費   

 貸付金    繰上充用金   

 貸付金利息    貸付金   

 受取利息及び配当金    その他   

 その他     うち○○○○（注３）   

  うち受益者負担金分（注２）     うち○○○○   

  うち○○○○（注３）    翌年度繰越金   

  うち○○○○    

 

年 度 元 金 利 子 元金＋利子 

      年度 千円 千円 千円 

      年度    

      年度    

      年度    

      年度    

      年度    

合 計    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑵ 長期借入金及び起債の返済・償還計画 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

    



名称 代表者名 取扱品目 取扱実績 純資産額 経常損益 備考 

   トン 

千円 

千円 千円  

    

 

   

    

 

   

 

取扱品目 仲卸業者数 売買参加者数 

   

   

   

 

業 種 業者数 

  

  

  

 

 ６ 卸売市場の卸売業者に関する事項 

 

 

 

 

 

   

 

 （記載上の注意） 取扱実績、純資産額及び経常損益の欄は、直近年度の数量及び金額 

         を記載すること。 

 

 ７ 卸売業者以外の取引参加者その他の関係事業者に関する事項 

  ⑴ 取引参加者に関する事項 

 

 

 

 

  （記載上の注意） 売買参加者数の欄には、仲卸業者以外の買受人であって、開設者 

          による承認、登録等を行っている者の数を記載すること。 

 

  ⑵ 取引参加者以外の関係事業者に関する事項 

 

 

 

 

 

 備考 添付する業務規程については、策定又は変更に関する意思の決定を証する書面 

   を添付すること。     

 



 印 

様式第２号（第２条関係） 

 

                                第     号 

                                    

 

地 方 卸 売 市 場 認 定 証     

 

 

                     卸売市場の名称 

 

                     開設者名 

 

 

  上記の者は、卸売市場法第１３条第５項の規定による開設の認定を受けた者であるこ 

 とを証する。 

 

     年  月  日  

 

 

                         埼玉県知事         



㊞ 

様式第３号（第２条関係） 

 

地方卸売市場認定証再交付申請書 

 

年  月  日 

 

  （宛先） 

        埼玉県知事 

 

                申請者 住 所      

                    法人名称 

                                      代表者の役職及び氏名         

 

         

  卸売市場法施行細則第２条第２項の規定により、地方卸売市場認定証の再交付を受け 

 たいので次のとおり申請します。 

 

 １ 市場の名称 

 

 

 

 ２ 再交付の申請の理由 

 



㊞ 

役名及び職名 氏    名 常勤・非常勤の別 

   

   

   

   

 

様式第４号（第３条関係） 

 

事 業 報 告 書 

（    年  月   日から    年  月  日まで） 

年  月  日 

 

   開設者 様 

 

                    卸売市場の名称 

                   卸売業者名称 

                   代表者の役職及び氏名        

 

 卸売市場法第１３条第５項第５号の表の５の項（２）の規定により、事業報告書につ 

いて、次のとおり提出します。 

 

 第１ 業務の状況 

  １ 組織に関する事項 

   ⑴ 事業運営組織 

 

   （記載上の注意） 組織図（取締役、監査役等の別を付記すること。）で示し、これ 

           に各部門を担当する役職員の氏名、担当業務の概要、従業員数等 

           を付記すること。 

 

   ⑵ 役員の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



種  類 

受 託 販 売 買 付 販 売 卸 売 業 務 合 計 

数 量 金 額 
委 託 

手数料 
数 量 金 額 

買付販
売利益
(損失) 
金 額 

数 量 金 額 

販売 
利益 
(損失) 
金額 

 トン 千円 千円 トン 千円 千円 トン 千円 千円 

当期合計(A)          

前年同期(B)          

前年同期対比 

（B／A） 

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 

 

区  分 人   数 

従

業

員 

営 業 関 係                人 

事 務 関 係                 人 

小  計                人 

臨時職員年間平均雇用人数                人 

 

   ⑶ 従業員の状況     

 

 

 

 

 

 

   （記載上の注意） 臨時職員年間平均雇用人数の項には、当該事業年度において雇 

           用した延日数を当該事業年度の営業日数で除して得た数値の小数 

           点以下を四捨五入して整数で記載すること。 

 

  ２ 卸売業務の状況 

  （記載上の注意） 認定を受けた他の卸売市場において卸売業務を行っている者にあ 

          っては、⑴から⑶までの表を本卸売市場分及び当該他の卸売市場を 

          含めた全ての認定を受けた卸売市場分の合計についてそれぞれ作成 

          すること。 

 

   ⑴ 卸売業務に係る取扱品目についての取扱高及び売上損益 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （記載上の注意）  

    １ 種類の欄には、取扱品目の種類に応じ、次の⑴～⑸に区分して記載すること。 

     ⑴ 野菜及び果実（以下「青果」という。）に属するものにあっては、野菜（輸 

      入に係るものを除く。）、輸入野菜、果実（輸入に係るものを除く。）及び輸入 

      果実 

     ⑵ 生鮮水産物に属するものにあっては、生鮮水産物（冷凍水産物を除く。）及 

      び冷凍水産物 

     ⑶ 肉類に属するものにあっては、牛枝肉（輸入に係るものを除く。）、牛部分  



 区

分 

種類 

生産者
個 人 

生産者 
任 意 
組 合 

出 荷 
団 体 

産 地 
出 荷 
業 者 

商 社 
他市場
卸 売
業 者 

他市場
仲 卸
業 者 

その他 合 計 備 考 

 千円

(  ) 

 

千円 

(  ) 

千円 

(  ) 

千円 

(  ) 

千円 

(  ) 

千円 

(  ) 

千円 

（  ） 

千円 

(  ) 

千円 

(  ) 

 

合 

計 

(  ) 

 

(  ) (  ) (  ) 

 

(  ) (  ) (  ) 

 

(  ) (  )  

 

      肉（輸入に係るものを除く。）、輸入牛肉、豚枝肉（輸入に係るものを除く。）、 

      豚部分肉（輸入に係るものを除く。）、輸入豚肉及びその他（肉類加工品を除 

      く。） 

     ⑷ 花きに属するものにあっては、切花、鉢物、枝物、植木及びその他 

     ⑸ その他の生鮮食料品等に属するものにあっては、農産加工品（漬物及び青 

      果加工品を除く。）、漬物、青果加工品（漬物を除く。）、水産加工品（塩干加 

      工品を除く。）、塩干加工品、肉類加工品及びその他 

    ２ 花きの数量の単位は、切花にあってはケース（１００本を１ケースに換算す 

     る。）、鉢物にあっては鉢（１個１鉢とする。）、枝物にあっては束（１００本を 

     １束に換算する。）、植木にあっては本（１個１本とする。）とする。 

 

   ⑵ 集荷先別取扱高の状況 

 

 

 

 

 

 

   

  

   （記載上の注意） 

    １ 種類の欄には、取扱品目の種類に応じ、次の⑴～⑸に区分して記載すること。 

     ⑴ 青果に属するものにあっては、野菜及び果実 

     ⑵ 生鮮水産物に属するものにあっては、生鮮水産物（冷凍水産物を除く。）及 

      び冷凍水産物 

     ⑶ 肉類に属するものにあっては、牛肉、豚肉及びその他 

     ⑷ 花きに属するものにあっては、切花、鉢物及びその他 

     ⑸ その他の生鮮食料品等に属するものにあっては、農産加工品（青果加工品 

      を除く。）、青果加工品、水産加工品（塩干加工品を除く。）、塩干加工品、肉 

      類加工品及びその他 

    ２ 出荷団体の欄には、単協、県連及び全国連からの集荷に係るものを記載する 

     こと。 

    ３ 青果又は青果加工品に属するものにあっては、輸入青果物取扱業者からの集 

     荷に係るものは商社の欄に記載すること。 

    ４ 生鮮水産物、水産加工品（塩干加工品を除く。）又は塩干加工品に属するもの 

     にあっては、産地市場からの集荷に係るものは出荷団体の欄に、産地仲買人及 



区分 
 

種類 

せり・入札 相対取引 合   計 

数量 金額 数量 金額 数量 金額 

 トン 千円 トン 千円 トン 千円 

合計 

      

 

     び産地加工業者からの集荷に係るものは産地出荷業者の欄に、水産会社からの 

     集荷に係るものは商社の欄と他市場卸売業者の欄の間に水産会社の欄を設け当 

     該水産会社の欄に、消費地市場からの集荷に係るものは他市場卸売業者の欄又 

     は他市場仲卸業者の欄に、消費地の問屋、加工業者等からの集荷に係るものは 

     その他の欄に、それぞれ記載すること。 

    ５ 肉類又は肉類加工品に属するものにあっては、産地食肉センターからの集荷 

     に係るものは出荷団体の欄に、家畜商からの集荷に係るものは産地出荷業者の 

     欄に、食肉加工会社からの集荷に係るものは商社の欄に、それぞれ記載するこ 

     と。 

    ６ 買付集荷に係るものにあっては、（ ）に内数で記載すること。  

 

   ⑶ 販売方法別取引の状況 

 

 

 

 

 

 

 

   （記載上の注意） 

    １ 種類の欄は、２の⑵の記載上の注意１の区分に準じて記載すること。 

    ２ 花きの数量の単位は、２の⑴の記載上の注意２に準じて記載すること。 

    ３ せり・入札及び相対取引以外の売買取引の方法により販売を行ったものは、 

     相対取引の欄と合計の欄の間に当該取引方法の欄を設けて記載すること。 

 

 第２ 経理の状況 

 

 （注意事項） 貸借対照表及び損益計算書を添付すること。 

 



取扱品目 実績（    年度） 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

（記載上の注意） 花きの取扱いの数量については、記載を省略することができる。（以 

        下同じ。） 

 

トン 
千円 

トン 
千円 

トン 
千円 

トン 
千円 

様式第５号（第４条関係） 

 

運 営 状 況 報 告 書 

（    年  月  日から    年  月  日まで） 

 

年  月  日 

 

  （宛先） 

        埼玉県知事 

 

                申請者 住 所      

                    法人名称 

                                       代表者の役職及び氏名        ㊞ 

 

 卸売市場法第１４条において読み替えて準用する同法第１２条第１項の規定により、 

当該地方卸売市場の運営の状況について、次のとおり報告します。 

 

 １ 卸売市場の取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額の状況 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ２ 卸売市場の業務の運営体制の状況 

 

 （記載上の注意） 当該年度末時点の運営体制について組織図で示し、これに各部門を 

         担当する役員の氏名、担当業務の従事職員数及び業務の概要を付記す 

         ること。 

 

 

 



収 入 金 額 支 出 金 額 

総収入  総支出  

 前年度繰越金    市場管理費（営業費用）  

 使用料計    人件費（注４）  

  売上高割使用料    事務費（注５）  

  面積割使用料   建設改良費（総事業費）  

  と畜場使用料    うち付帯事務費  

  その他    うち補助対象事業費  

 地方債起債     うち付帯事務費  

 国庫補助金   地方債償還金  

   うち建設改良に係る補助金    利息償還金  

 都道府県補助金     うち市場事業に係る償還金  

  うち建設改良に係る補助金      うち建設改良に係る償還金  

 一般会計からの繰出金    元金償還金  

  指導監督的経費繰出金     うち市場事業に係る償還金  

  建設改良費繰出金      うち建設改良に係る償還金  

  と畜事業費操出金     と畜事業に係る償還金  

  その他操出金    企業債取扱諸費  

 貸付金   繰上充用金  

 貸付金利息   貸付金  

 受取利息及び配当金   その他  

 その他    うち    （注３）  

  うち受益者負担金分（注２）    うち    （ 〃 ）  

  うち    （注３）   翌年度繰越金  

  うち    （ 〃 ）   

 （記載上の注意） 

 １ 金額の欄には当該年度の金額を実績で記載すること。 

  ２ 受益者負担金分は、卸売業者等の光熱費等使用料として業者が負担すべき費用 

  分を記入すること。 

 

 ３ 卸売市場の業務の運営に必要な資金の確保の状況 

  ⑴ 収支の状況 

 

  （注意事項） 

   １ 当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付すること。 

   ２ 地方公共団体が申請する場合には、１にかかわらず、次の表に記載すること。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



年 度 元 金 利 子 元金＋利子 

        年度 

（当該年度の実績） 

千円 千円 千円 

        年度    

        年度    

        年度    

        年度    

        年度    

        年度    

        年度    

        年度    

合 計    

 

   ３ その他のうち受益者負担金分以外で額が大きい項目を記入すること。 

    ４ 人件費は、給与、退職金、賃金、報酬、諸手当、法定福利費及び厚生福利費を 

    合算したものを記入すること。 

   ５ 事務費は、市場管理費から人件費を控除した額を記入すること。 

 

  ⑵ 長期借入金及び起債の返済・償還の状況    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （記載上の注意） 各年度末における長期借入金及び起債の残高の見込みを記載する 

          こと。 

 

 ４ 卸売市場の業務の運営に係る公表の状況 

  ⑴ 売買取引の結果等（卸売市場法第１３条第５項第３号ロ） 

 

  ⑵ 売買取引の方法（卸売市場法第１３条第５項第４号イ） 

 

  ⑶ 決済の方法（卸売市場法第１３条第５項第４号ロ） 

 

（記載上の注意） インターネットを利用して公表している場合には、該当ページのＵ  

        ＲＬを記載すること。その他の方法で公表している場合には、その方 

        法を記載するとともに、公表内容が分かる資料（⑴にあっては、一例 

        で構わない。）を添付すること。 

 

 

 

 



名称 位置 指定年月日 主な保管品目 温度管理の有無 

     

     

     

 

対象業者名 実施年月日 検査の内容 

   

   

   

 

名称 代表者名 取扱品目 取扱実績 純資産額 経常損益 備考 

   トン 

千円 

千円 千円  

       

 

対象業者名 実施年月日 措置の内容 

   

   

   

 

 ５ 監督措置の実施状況 

  ⑴ 検査の実績 

 

 

 

 

 

  ⑵ その他の措置の主な実績  

 

 

 

 

  （記載上の注意） 検査以外の監督措置のうち、是正の求めなど主なものの実績を記 

          載すること。 

 

 ６ 取引参加者の状況 

  ⑴ 卸売業者 

   ア 卸売業者の状況 

 

 

 

 

   

   （記載上の注意） 取扱実績、純資産額及び経常損益の欄は、直近年度の数量及び 

           金額を記載すること。 

 

   イ 場外指定保管場所の状況 

 

 

 

 

   （記載上の注意） 

    １ 業務規程において、当該卸売市場における入荷量の変動に対応し、円滑な流 

     通を確保するため、当該卸売市場の周辺の地域における一定の場所を、当該卸 

     売市場に出荷された生鮮食料品等を搬入して卸売をする場所として指定するこ 

     ととしている場合に、当該指定した保管場所について記載すること。 



取扱品目 個人 法人 合計 

 （ ） （ ） （ ） 

 （ ） （ ） （ ） 

 （ ） （ ） （ ） 

 

業 種 業 者 数 

  

  

 

取扱 

品目 

業   種 

 一般小売  

 店 

スーパー 生協  給食、外 

 食納入業 

 者 

加工業者  他市場卸   

 売業者 

その他 

 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

 

    ２ 温度管理の有無の欄については、当該保管場所が低温又は定温管理機能を有 

     する施設である場合には「有」を、当該機能を有しない施設である場合には「無」 

     を記載すること。 

 

  ⑵ 仲卸業者の状況 

 

 

 

 

  （記載上の注意） （ ）には当該事業年度内に新規に参入した業者数を記入するこ 

                  と（既存業者との合併や事業譲受け等により参入した場合を含む。）。 

 

  ⑶ 売買参加者 

 

 

 

 

 

 

 

   （記載上の注意） 

   １ 仲卸業者以外の買受人であって、開設者による承認や登録等を行っている者に 

    ついて記載すること。 

   ２ （ ）には当該事業年度内に新規に参入した業者数を記入すること（既存業者 

    との合併や事業譲受け等により参入した場合を含む。）。 

 

  ⑷ 取引参加者以外の事業者 

 

 

 

 

 ７ 認定事項の軽微な変更の状況 

  ⑴ 変更の内容 

 

  ⑵ 変更の理由 

 



  ⑶ 変更内容の施行年月日 

 

  （記載上の注意） 

  １ 卸売市場法施行規則第２７条第２項の規定により、当該運営状況報告書による報 

   告をもって認定事項の軽微な変更に係る届出書（別記様式第４号）の提出に代える 

   場合に記載すること。 

  ２ 変更の内容については、変更前と変更後を対比して記載するとともに、変更後の  

   地方卸売市場認定申請書（様式第１号）を添付すること。 

  ３ 卸売市場法施行規則第１７条第３項に掲げる添付書類のうち、当該変更に伴いそ 

   の内容が変更されるものを添付すること。 

  ４ 業務規程の変更を伴う場合には、変更後の業務規程のほか、当該変更に関する意 

   思の決定を証する書面を添付すること。 

 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
八
号 

 
埼
玉
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
令
和
元
年
十
二
月
十
三
日
に
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用
計
画

法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項

の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
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令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

坂
戸
市
の
区
域 

別
図
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と
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り
、
農
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三
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
拡
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坂戸農業地域（拡大）  



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
九
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
男
女
共
同
参
画
こ
し
が
や
と
も
ろ
う 

二 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

駒
﨑 

美
佐
子 

三 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
北
越
谷
二
丁
目
二
十
一
番
八
号 

四 

更
新
後
の
認
定
の
有
効
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
二
十
七
日
ま
で 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｂ
Ａ
Ｓ
Ａ 

二 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

松
本 

壮
志 

三 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
新
座
市
中
野
二
丁
目
二
番
二
十
二
号 

四 

更
新
後
の
認
定
の
有
効
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
令
和
六
年
十
二
月
十
八
日
ま
で 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
一
号 

 
川
越
市
か
ら
川
越
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
号 

 
朝
霞
市
か
ら
朝
霞
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

セ
キ
ネ
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
草
加
市
清
門
四
百
一
番
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
変
更
前
）
セ
キ
ネ
ビ
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
草
加
市
清
門
町
字
北
四
百
一
番
一 

 
 

 

（
変
更
後
）
セ
キ
ネ
ビ
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
草
加
市
清
門
四
百
一
番
一 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
コ
モ
デ
ィ
イ
イ
ダ 

代
表
取
締
役 

松
澤
志
一 

 
 

 
 

 

東
京
都
北
区
滝
野
川
七
丁
目
二
十
三
番
一
号 

外 

計
三
者 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ロ
ピ
ア 

代
表
取
締
役 

高
木
勇
輔 

 
 

 
 

 

神
奈
川
県
川
崎
市
幸
区
南
幸
町
二
丁
目
九
番
地 

外 

計
三
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
元
年
十
二
月
六
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
元
年
十
二
月
十
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
二
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 



 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 
令
和
元
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
二
十
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

安
行
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー 

 
 

 

埼
玉
県
川
口
市
安
行
藤
八
五
百
六
十
一
番
地
二
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
マ
ミ
ー
マ
ー
ト 

代
表
取
締
役 
岩
崎
悦
久 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
東
松
山
市
本
町
二
丁
目
二
番
四
十
七
号 
外 

計
五
者 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
マ
ミ
ー
マ
ー
ト 

代
表
取
締
役 

岩
崎
裕
文 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
東
松
山
市
本
町
二
丁
目
二
番
四
十
七
号 

外 
計
三
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
元
年
十
月
三
十
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
元
年
十
二
月
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
二
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
二
十
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
五
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
行
田
持
田
イ
ン
タ
ー
店 

 
 

 

埼
玉
県
行
田
市
大
字
持
田
二
千
百
六
十
番
地
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
変
更
前
）
（
仮
称
）
Ｓ
Ｄ
・
Ｇ
５
行
田
持
田
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
行
田
市
大
字
持
田
字
油
免
二
千
二
百
二
十
、
二
千
二
百
二
十
一
―
一
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
千
百
六
十 

 
 

 

（
変
更
後
）
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
行
田
持
田
イ
ン
タ
ー
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
行
田
市
大
字
持
田
二
千
百
六
十
番
地
一 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 

 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

原
田
健 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
三
丁
目
十
三
番
一
号 

 
 

 

（
変
更
後
）
ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

原
田
健 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
二
丁
目
十
八
番
二
号 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ア
ル
ペ
ン 

代
表
取
締
役 

水
野
泰
三 

 
 

 
 

 

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
二
丁
目
九
番
四
十
号 

外 

計
二
者 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ 

代
表
取
締
役 

吉
田
直
樹 

 
 

 
 

 

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
丁
目
十
九
番
十
号 

外 

計
二
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
元
年
九
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日 



二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
二
十
日
ま
で 

三 
縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
二
十
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
行
田
持
田
イ
ン
タ
ー
店 

 
 

 

埼
玉
県
行
田
市
大
字
持
田
二
千
百
六
十
番
地
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ア
ル
ペ
ン 

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

ノ
ム
ラ
株
式
会
社 

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ 

午
前
零
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

ノ
ム
ラ
株
式
会
社 

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
零
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

（
変
更
後
）
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
二
月
二
十
七
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
二
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 



 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 
令
和
元
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
二
十
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
元
年
十
二
月
十
七
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

庄
内
領
用
悪
水
路
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

春
日
部
市 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
戸
田
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

戸
田
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
戸
田
市
三
級
基
準
点
改
算
業
務
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

戸
田
市 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
九
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
北
首
都
国
道
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八

号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
北
首
都
国
道
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

幸
手
市
大
字
木
立 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
一
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
日
高
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

日
高
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

日
高
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
一
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
さ
い
た
ま
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受

け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

さ
い
た
ま
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
設
置
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

さ
い
た
ま
市
南
区
内
谷
五
丁
目
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
元
年
六
月
十
一
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
十
五
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
二
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
桶
川
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

桶
川
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
デ
ジ
タ
ル
空
中
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

桶
川
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
二
十
四
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
三
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
三
郷
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

三
郷
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

三
郷
市
高
州
一
丁
目
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
四
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
川
口
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

川
口
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

川
口
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
一
月
八
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
十
四
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
五
号 

 
令
和
元
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
元
年
十
一
月
二
十

九
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
朝
霞
市
宮
戸
二
丁
目
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
通
知
を

受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
六
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画

事
業
の
認
可
の
告
示
（
令
和
元
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
九
十
四
号
）
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
後
に
事
業
地
内
の
土
地
建
物
等
を

有
償
で
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
者
は
、
都
市
計
画
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
土
地

建
物
等
、
そ
の
予
定
対
価
の
額
及
び
当
該
土
地
建
物
等
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
相
手
方
そ
の
他
の

事
項
を
書
面
で
施
行
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

春
日
部
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道
事
業
東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
及
び
東
武
鉄
道
野
田
線 

二 

施
行
者
の
名
称 

 
 

埼
玉
県 

三 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
越
ケ
谷
四
丁
目
二
番
八
十
二
号 

四 

事
業
地
の
所
在 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
粕
壁
字
浜
川
戸
及
び
字
八
木
崎
、
粕
壁
一
丁
目
、
粕
壁
三
丁
目
、 

 
 

 

粕
壁
四
丁
目
、
中
央
一
丁
目
並
び
に
南
一
丁
目
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
七
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画

事
業
の
認
可
の
告
示
（
令
和
元
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
九
十
五
号
）
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
後
に
事
業
地
内
の
土
地
建
物
等
を

有
償
で
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
者
は
、
都
市
計
画
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
土
地

建
物
等
、
そ
の
予
定
対
価
の
額
及
び
当
該
土
地
建
物
等
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
相
手
方
そ
の
他
の

事
項
を
書
面
で
施
行
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

春
日
部
都
市
計
画
道
路
事
業
七
・
七
・
四
号
区
画
街
路
三
号
線 

二 

施
行
者
の
名
称 

 
 

埼
玉
県 

三 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
越
ケ
谷
四
丁
目
二
番
八
十
二
号 

四 

事
業
地
の
所
在 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
粕
壁
三
丁
目
及
び
粕
壁
四
丁
目
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
八
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画

事
業
の
認
可
の
告
示
（
令
和
元
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
九
十
六
号
）
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
後
に
事
業
地
内
の
土
地
建
物
等
を

有
償
で
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
者
は
、
都
市
計
画
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
土
地

建
物
等
、
そ
の
予
定
対
価
の
額
及
び
当
該
土
地
建
物
等
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
相
手
方
そ
の
他
の

事
項
を
書
面
で
施
行
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

春
日
部
都
市
計
画
道
路
事
業
七
・
七
・
五
号
区
画
街
路
四
号
線 

二 

施
行
者
の
名
称 

 
 

埼
玉
県 

三 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
越
ケ
谷
四
丁
目
二
番
八
十
二
号 

四 

事
業
地
の
所
在 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
粕
壁
字
八
木
崎
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
九
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画

事
業
の
認
可
の
告
示
（
令
和
元
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
九
十
七
号
）
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
後
に
事
業
地
内
の
土
地
建
物
等
を

有
償
で
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
者
は
、
都
市
計
画
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
土
地

建
物
等
、
そ
の
予
定
対
価
の
額
及
び
当
該
土
地
建
物
等
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
相
手
方
そ
の
他
の

事
項
を
書
面
で
施
行
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

春
日
部
都
市
計
画
道
路
事
業
七
・
七
・
六
号
区
画
街
路
五
号
線 

二 

施
行
者
の
名
称 

 
 

埼
玉
県 

三 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
越
ケ
谷
四
丁
目
二
番
八
十
二
号 

四 

事
業
地
の
所
在 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
粕
壁
字
八
木
崎
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
十
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画

事
業
の
認
可
の
告
示
（
令
和
元
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
九
十
八
号
）
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
後
に
事
業
地
内
の
土
地
建
物
等
を

有
償
で
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
者
は
、
都
市
計
画
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
土
地

建
物
等
、
そ
の
予
定
対
価
の
額
及
び
当
該
土
地
建
物
等
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
相
手
方
そ
の
他
の

事
項
を
書
面
で
施
行
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

春
日
部
都
市
計
画
道
路
事
業
七
・
七
・
七
号
区
画
街
路
六
号
線 

二 

施
行
者
の
名
称 

 
 

埼
玉
県 

三 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
越
ケ
谷
四
丁
目
二
番
八
十
二
号 

四 

事
業
地
の
所
在 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
粕
壁
字
八
木
崎
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
十
一
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画

事
業
の
認
可
の
告
示
（
令
和
元
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
九
十
九
号
）
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
後
に
事
業
地
内
の
土
地
建
物
等
を

有
償
で
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
者
は
、
都
市
計
画
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
土
地

建
物
等
、
そ
の
予
定
対
価
の
額
及
び
当
該
土
地
建
物
等
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
相
手
方
そ
の
他
の

事
項
を
書
面
で
施
行
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

春
日
部
都
市
計
画
道
路
事
業
七
・
七
・
八
号
区
画
街
路
七
号
線 

二 

施
行
者
の
名
称 

 
 

埼
玉
県 

三 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
越
ケ
谷
四
丁
目
二
番
八
十
二
号 

四 

事
業
地
の
所
在 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
中
央
一
丁
目
及
び
粕
壁
一
丁
目
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
十
二
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画

事
業
の
認
可
の
告
示
（
令
和
元
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
百
号
）
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
後
に
事
業
地
内
の
土
地
建
物
等
を

有
償
で
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
者
は
、
都
市
計
画
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
土
地

建
物
等
、
そ
の
予
定
対
価
の
額
及
び
当
該
土
地
建
物
等
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
相
手
方
そ
の
他
の

事
項
を
書
面
で
施
行
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

春
日
部
都
市
計
画
道
路
事
業
八
・
七
・
三
号
特
殊
街
路
三
号
線 

二 

施
行
者
の
名
称 

 
 

埼
玉
県 

三 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
越
ケ
谷
四
丁
目
二
番
八
十
二
号 

四 

事
業
地
の
所
在 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
粕
壁
字
八
木
崎
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
十
三
号 

 
河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令

第
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
水
辺
再
生
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

河
川
の
名
称 

 
 

荒
川
水
系
一
級
河
川
不
老
川 

二 

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

三 

廃
川
敷
地
等
の
位
置 

 
 

狭
山
市
大
字
北
入
曽
字
水
押
二
六
一
番
一
〇
地
先
、
同
市
大
字
南
入
曽
字
屋
敷
裏
五
一
〇
番

一
地
先
、
同
市
大
字
北
入
曽
字
中
原
二
八
二
番
四
、
同
市
大
字
南
入
曽
字
屋
敷
裏
五
一
一
番
五 

四 

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量 

 
 

土
地 

 
 

二
○
二
・
八
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
十
四
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

 ⑴ 設置型録音録画装置（２型） ９セット 

 ⑵ 設置型録音録画装置（４型） 16セット 

 ⑶ 小型可搬式録音録画装置   ６セット 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度第一係 埼玉県さいたま市浦和区高砂

３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和元年10月15日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 神奈川県横浜市神奈川区守屋

町３丁目12番地 

５ 落札金額 

  60,258,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和元年９月３日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
十
五
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  災害突発情報管理業務システム機器等の賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度第一係 埼玉県さいたま市浦和区高砂

３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和元年11月１日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋１丁目３番１号 

５ 落札金額 

  207,735,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和元年９月20日 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
四
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

木 

﨑 

秀 

夫 
 

 
 

     



     

西
金
野
井
春
日
部
線 

路 
 

線 
 

名 

春
日
部
市
牛
島
字
川
中
子
一
○
○
○
番
一
四
地
先
か
ら 

同
市
牛
島
字
川
中
子
九
九
六
番
一
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
六
年
十
一
月
二
十
九

日
付
け
埼
玉
県
越
谷
県
土

整
備
事
務
所
長
告
示
第
十

号
で
告
示
し
た
道
路
予
定

区
域
の
一
部
の
供
用
開
始

で
あ
る
。 備 

 

考 



 

告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
五
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

長
谷
部 

進 

一 

  
 



 

 

次
木
杉
戸
線 

路 
 

線 
 

名 

北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
椿
三
○
二
番
二
地

先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
椿
二
九
九
番
地
先
ま

で 

供 

用 

開 

始 

の 

区 

間 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 

供 

用 

開 

始 

の 

期 

日 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
七
日
付
け
埼
玉
県

杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
二
号
で
告

示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開
始
で
あ

る
。 

 

延
長 

一
〇
七
・
九
三
メ
ー
ト
ル 

備 
 
 
 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
八
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 埼

玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

松 

井 

直 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
元
年
八
月
二
十
三
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
〇
一
〇
〇
三
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
十
六
日 

 
 

川
建
セ
第
〇
一
〇
一
〇
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
豆
戸
字
峯
七
百
四
十
五
番
三 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
豆
戸
七
百
四
十
五
番
地
二 

 
 

清
水 

勇
人 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
一
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 埼

玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

平 

野 
 

 

隆 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
五
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
〇
一
〇
一
七
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

越
建
セ
第
三
六
五
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
国
納
字
丸
屋
百
三
十
七
番
五
、
百
三
十
八
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
国
納
二
百
五
十
六
番
地 

 
 

小
島 

三
樹
夫 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
二
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日 埼

玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

平 

野 
 

 

隆 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
五
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
三
一
〇
〇
三
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

越
建
セ
第
三
六
七
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
山
崎
百
五
十
二
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
本
田
三
丁
目
四
番
十
六
号 

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
ヴ
ィ
ラ

三
〇
三
号 

 
 

筒
井 

康
徳
、
筒
井 

春
江 


	Kenpo66
	t66_20191220-001i12848comp
	t66_20191220-002i12794comp
	t66_20191220-003i12793comp
	t66_20191220-004i12796comp
	t66_20191220-005i12804comp
	t66_20191220-006i12806comp
	t66_20191220-007i12767comp
	t66_20191220-008i12778comp
	t66_20191220-009i12815comp
	t66_20191220-010i12816comp
	t66_20191220-011i12807comp
	t66_20191220-012i12838comp
	t66_20191220-013i12839comp
	t66_20191220-014i12840comp
	t66_20191220-015i12842comp
	t66_20191220-016i12843comp
	t66_20191220-017i12844comp
	t66_20191220-018i12851comp
	t66_20191220-019i12845comp
	t66_20191220-020i12821comp
	t66_20191220-021i12822comp
	t66_20191220-022i12823comp
	t66_20191220-023i12824comp
	t66_20191220-024i12825comp
	t66_20191220-025i12826comp
	t66_20191220-026i12827comp
	t66_20191220-027i12760comp
	t66_20191220-028i12788comp
	t66_20191220-029i12789comp
	t66_20191220-030i12755comp
	t66_20191220-031i12792comp
	t66_20191220-032i12787comp
	t66_20191220-033i12819comp
	t66_20191220-034i12831comp

